
不法就労助長って？

不法滞在者や被
退去強制者が働
くこと

不法就労とは？

外国人に不法就労させたり、不法就労をあっせんした人
⇒３年以下の懲役・３００万円以下の罰金

※雇用時に、不法就労者だと知らなくても、在留カードを確認していない等の過失がある場合は処罰を免れません

働く許可を受けずに
働くこと
（留学・短期滞在等）

在留資格で認めら
れた範囲を超えて
働くこと
（時間・職種等）

ポイント①

ポイント②

（表）

（裏）

ポイント①
表面の「就労制限の有無」欄を確認

「就労不可」は原則雇用出来ないが、ポイント②も確認

ポイント②
裏面の「資格外活動許可欄」を確認

「就労不可」でも時間や場所に制限を設けて就労できる

雇用時には必ず在留カードを確認

外国人の適正な雇用に御協力を・・・

茨城県の不法就労者数は

全国最多！！
（令和４年中：出入国在留管理庁統計）


